
「社会教育を推進するために」の見直しについて 

 

作成の目的                

教育委員会が策定する「教育振興基本計画」の内容のうち、その年度に重点的に取り組む

社会教育施策や事業について、分かりやすく伝え、A3一面で簡単に見ていただけるよ

う、社会教育関係団体や社会教育関係コーディネーター、学校教職員向けに毎年度作成、

配布してきた。 

 

見直しの理由               

１「教育振興基本計画」は 10年ごとに取り組む内容を策定し、５年ごとに内容を見直し 

ているのに対し、「社会教育を推進するために」は、年度ごとに教育委員会が重点的に取 

り組む内容を記載する主旨である。 

しかし、社会教育の施策や事業は、短期的な取り組みではなく、長期的に取り組むもの 

がほとんどであり、「社会教育を推進するために」の内容も、年度ごとに大きくは変わら 

ないため、毎年度作成する意味が薄い。 

 

２「教育振興基本計画」、教育委員会の施策や事業のうち社会教育に関する内容を、関係 

者及び市民に知ってもらう手段としては、より効果的な方法があるのではないか。 

 

見直しの内容                

令和８年度から「社会教育を推進するために」の作成を取り止める。 

 

今後の方向性                

令和４年度から作成してきた「市民向け冊子 社会教育って？」の内容を発展させるかた

ちで、より多くの市民に教育委員会の施策や事業を知ってもらうための媒体や周知方法に

ついて、社会教育委員会議でもご審議いただきながら、検討を進める。 

また、教育委員会の施策や事業だけでなく、社会教育団体や市民の社会教育活動について

相互に情報を得る方法について、同様に検討を進める。 

検討中の期間については、「市民向け冊子 社会教育って？」を引き続き作成、市民向けに

ホームページや公共施設にて配布、配架する。 


